
大洲市下水道事業経営戦略 【概要版】

717 732 746 748 758 765 781 797 814 830 846 863 879 896 913 929

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

千㎥
有収水量

有収水量 ㎥

• 計画期間末の令和16年度には、少子高

齢化等の影響により、令和５年度実績か

ら処理区域内人口は92％程度に減少す

る一方、接続人口は、下水道への接続普

及を図ることにより123％に向上する見込

• 計画期間末の令和16年度には、接続人

口の増加に伴い、令和５年度の123％程

度に増加する見込みです。

※ 有収水量＝接続人口×１人当たりの有

収水量（過年度実績平均）

• 計画期間末の令和16年度には、有収水

量の増加と併せて令和9年度を始めとし、

以後定期的な料金改定を想定していること

から、令和５年度の166％程度に増加す

る見込みです。

• 経営の安定と経費回収率の向上のため、

使用料の改定を予定しており、令和9年度

に料金改定（20㎥当たり月額3,000円

税抜）となるような料金水準を想定してい

ます。

※ 料金収入＝有収水量１㎥当たり使用料

×推計年度の有収水量

• ＰＤＣＡサイクルの考えに基づき、投資・財政計画の達成状況について毎年度進捗管理を実施し、計画と実績の乖離を検証し

ます。取組の実施状況とともに、経営指標の推移に基づく評価結果や改善状況をホームページ等で公表し、市民に向けて情報発

信します。

• 経営戦略については、概ね５年で全体の評価と検証を行い、現状分析や社会状況の変化などを考慮したうえで更新を行うとともに、

使用料改定の必要性の検証については、下水道整備審議会で審議し、経費回収率の向上に向けたロードマップの見直しを行いま

す。

• 公共下水道事業は、公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図ることを目的に整備を進め、肱南処理区の面整備はほぼ

完了し、接続率は約９割です。それに対して、肱北処理区の管渠整備は約7割程度であり、接続率は約４割程度と低い状況で

あり、今後においても、肱北処理区の面整備を重点的に実施することで早期概成を図り、水洗化率を向上させることにより有収水

量の増に努めます。

• 持続的な下水道サービスを提供するため、下水道施設の維持管理、改築を一体的に捉えて計画的・効率的に管理するストックマ

ネジメント計画を基に、事業費の削減、長期的な費用の平準化及び効率的な維持管理に努めます。

• 使用料収入だけでは、汚水処理にかかる費用を回収できておらず、一般会計からの繰入金に依存している状況であるため、下水

道使用料の適正化を図るとともに、浄化センター、雨水ポンプ場等における運転管理業務、薬剤消耗品の調達、小規模修繕、保

守点検業務等の維持管理について、民間の創意工夫、知識や経験を活用し、更に維持管理コストの削減を目的として、令和7

年度に民間への包括業務委託の導入を検討し、経営基盤の強化を図ります。

• 下水道計画区域内の浸水対策を進めることで、安心・安全なまちづくりを推進するとともに、浸水被害の抑制を図る。

• 処理場維持管理費や温室効果ガス排出削減のため、処理場の未利用空間を利用した太陽光発電設備導入を検討します。

• 農業集落排水施設は、快適な環境を守るために必要不可欠なものであり、今後も継続的に安定したサービスを提供する必要があ

ることから、施設の適正な維持管理を行い長寿命化に努めます。

• また、経営状況を正確に把握し、経営の健全化を図るため、令和６年度から地方公営企業法を適用したことから、経営の状況を

より的確にとらえ、下水道事業経営の安定性、継続性を確実なものにしていきます。

• 令和６年度から農業集落排水事業について地方公営企業法を適用して公共下水道事業と統合し、その管理を行っています。

• 令和６年度決算見込みにおける主な経営指標は次のとおりです。

• 経常収支比率：100％（Ｒ６年度決算見込み）

• 経費回収率 ：40.8％（Ｒ６年度決算見込み）

• 水洗化率 ：63.8％（Ｒ６年度決算見込み）

• 企業債残高 ：52.8億円（Ｒ６年度決算見込み）

１．事業概要

• 事業名：大洲市下水道事業、経営戦略計画期間：令和７年度～令和16年度(10年間)

• 供用開始年度：【公共下水道事業 平成７年度】 【農業集落排水事業 平成元年度】

• 処理区域内人口密度：34.5人／ha（公共下水道事業 8,650人、251ha、農業集落排水事業 916人、24ha）

• 処理区数：３（公共下水道２処理区、農業集落排水１処理区）

• 処理場数：３（公共下水道２処理場、農業集落排水１処理場）

• 事業運営組織：大洲市上下水道課

２．経営状況

３．将来の事業環境

（１）処理区域内人口等

（２）有収水量

（３）使用料収入

推計実績

４．経営の基本方針

６．今後の検討予定等

推計実績
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推計実績

(1)下水道施設の計画的更新と目標

• 早期に面整備の概成を図り、下水道の利用人口を増加させることにより、水洗化の促進を図ります。

• ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設（処理場及び雨水ポンプ場）の改築・更新を行います。

• 肱川区の汚水管渠整備とともに、既存下排水路の改良を行い、肱川区及び都谷川流域の浸水対策を行います。

(2)財源の目標

• 汚水処理費をどの程度使用料で賄えるかを示す経費回収率が類似団体と比較しても低いことから、経費回収率100％を目標に、

状況を見ながら下水道使用料の適正な水準に見直すとともに、引き続き投資の合理化及び経費節減に努めます。

５．投資財政計画


